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Ⅰ. 2021 年 2 月のトピック ～ 官民を通じた個人情報保護制度の見直しと

「デジタル広告」に伴う独占禁止法上の留意点 
執筆者：五十嵐 チカ 

 

 「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」という）そのものに関しては、2020 年 6 月 12 日に改正法が公布され、

2021 年 1 月 25 日に改正法に関する施行令・施行規則案に対する意見募集が締め切られたところである(当事務所個人情報・

データ保護規制ニューズレター2021 年 2 月 4 日号参照）。これと併行して、行政機関や独立行政法人等における個人情報保護に

関する法律と個人情報保護法の一本化(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)も予定され、本年 2 月 9 日、関連する法案が

通常国会に提出された。 

 また、デジタル・プラットフォーム事業者の台頭に伴い、各国の競争法当局による関心が高まる中、本年 2 月 17 日、公正取引委

員会は、「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書」を公表、特にターゲティング広告との関係で、個人情報等を提供す

る消費者に対する独占禁止法上の優越的地位の濫用となる場合があり得ることを指摘した上、デジタル市場における公正かつ

自由な競争を確保する観点から、プライバシーポリシーの明確性やターゲティング広告からのオプトアウトの明確性を求めてい

る。 

 本号では、2021 年 2 月のトピックとして、これら二点を紹介する。 

 

1． デジタル社会の形成を図るための個人情報保護に関する三法の統合等 
 

 2021 年 2 月 9 日、①「デジタル社会形成基本法案」、②「デジタル庁設置法案」及び③「デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律案」がそれぞれ閣議決定され、第 204 回通常国会に提出された。 

 

(1) デジタル社会形成基本法案 

 上記①の法案では、「デジタル社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情

報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信するとともに、先端的な技術をはじめとする情報通信技術を用いて電磁的

記録として記録された多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある

発展が可能となる社会と定義されている（第 2 条）。 

 そして、デジタル社会の形成が、我が国の国際競争力の強化及び国民の利便性の向上に資するとともに、急速な少子高齢化

の進展への対応その他の課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、上記①の法案では、主として以下の事項が定めら
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れている。 

・ デジタル社会の形成に関する基本理念 

・ 施策の策定に係る基本方針 

・ 国や事業者等の責務 

・ 内閣にデジタル庁を設置し、政府がデジタル社会の形成に関する重点計画を作成すること（具体的には上記②の法案

に定める） 

・ 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT 基本法）を廃止すること 

・ 関係法律の規定の整備を行うこと（具体的には上記③の法案に定める） 

 デジタル社会形成基本法案（上記①）及びデジタル庁設置法案（上記②）は、成立すれば 2021 年 9 月 1 日より施行予定である。 

 

(2) デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案 

 上記③の法律案では、マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続きの効率化 1、マイナンバーカードの利便性

の抜本的向上等、押印・書面の交付等を求める手続の見直し(民法を含む 48 法律の改正)等の広範な内容が含まれる。特に、個

人情報保護法、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律」の三つの法律を一本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全

国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化すること等が定められている。施行日は、公布から 1

年以内(地方公共団体に関する部分は公布から 2 年以内)とされている。 

 具体的には、(1)「個人情報」の定義等を国・民間・地方で統一し、行政機関等における「匿名加工情報」の取扱いに関する規律

を明確化すること、(2)医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院や大学等については、原則として民間の病院や

大学等と同等の規律を適用すること、(3)学術研究分野を含めた GDPR（欧州一般データ保護規則）の十分性認定への対応を目

指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外ではなく、義務ごとに例外規定として精緻化すること等が定めら

れている。また、三本の法律を一本化することに伴って、条項番号も大幅に変更される。 

 具体的な施行日は、第 204 回通常国会における法律の成立及び公布の時期次第ではあるが、早ければ 2022 年初夏頃の施行

が見込まれる。 

 

 個人情報保護法の直近の改正法では、データ漏えい等報告及び本人通知、仮名加工情報の取扱いや個人関連情報の取扱い

に関する規律の新設、個人の権利の強化等、実務への影響の大きい改正事項が複数含まれ、施行令・施行規則の動向（当事務

所個人情報・データ保護規制ニューズレター2021 年 2 月 4 日号参照）に加えて、今後公表が予定されているガイドラインや Q&A

をも踏まえて改正法対応を行う必要がある。なお、上述の法律一本化の結果、個人情報保護法の条文番号が大きく変わることに

留意が必要である。また、国公立の病院や大学等との取引のある企業においては、さらに併行して、上述の法律一本化について

も注視する必要があろう。 

 

2． 公正取引委員会「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書」の公表 

～デジタル・プラットフォーム事業者と消費者間における優越的地位の濫用のおそれ 
 

(1) デジタル広告とターゲティング 

 上記三法が目指す「デジタル社会」の進展に加えて、2020 年以降の新型コロナウィルス感染症が世界的に広がる中、デジタル・

プラットフォーム事業者は、オンラインモールやアプリストア等を含む各種のサービスを消費者（ユーザー）に提供し、その存在感

はますます大きくなっている。また、デジタル・プラットフォーム事業者は、検索サービス、SNS、動画配信等の様々なサービスを多

くの場合無料で消費者に提供し、それと引き換えに、消費者から個人情報等のデータを取得して集積・利用する。デジタル・プラッ

トフォーム事業者は、消費者の属性情報や行動履歴（ウェブサイトの閲覧履歴や検索履歴、広告への反応履歴、購買履歴等）の

情報を組み合わせたデータを利用して広告を配信する手法（ターゲティング）を活用し、消費者の関心に対応した内容の広告を

様々なデジタル媒体で表示させることができる立場にある。 

 2019 年の我が国の総広告費は約 7 兆円に上り、そのうちデジタル広告費は約 2 兆円を占め、2012 年と比べると総広告費に占

                                                   
1  そのほか、マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化として、例えば、従業員本人同意があった場合における転職時等

の使用者間での特定個人情報の提供を可能とすること等も定められている（2021 年 9 月 1 日施行予定）。 
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めるデジタル広告の比率は 2 倍以上に増加している 2。 

 

 
 

【出典：上記図 2-4 いずれも公正取引委員会・令和 3 年 2 月公表「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書」P11-12 よ

り引用】 

 

 ターゲティングにおいては、例えば、モバイル端末の GPS 情報等からユーザーの所在地等の情報を収集したり、クッキー情報

等の技術を利用してユーザーのウェブサイトの閲覧履歴等のデータを収集することで、ユーザーの属性等に応じた広告を表示し

たり、広告の最適化が行われている。 

 クッキー情報とは、ユーザーがウェブサイトを訪問したときに、当該ウェブサイトのウェブサーバー等から発行され、ユーザーの

ウェブブラウザに自動的に保存されるユーザーデータのことである。クッキーはユーザーを識別し、ユーザーが訪問したウェブサ

イトの URL やログイン情報等のデータを記録するために用いられる。 

 クッキーには、ユーザーが訪問したウェブサイトのウェブサーバーから発行されるファーストパーティクッキーと、ユーザーの訪問

先とは異なるウェブサーバー（例えば、当該ウェブサイトに掲載されているデジタル広告のアドサーバー（広告配信に関与する

サーバー全般））から発行されるサードパーティクッキーの二種類がある。サードパーティクッキーを用いるデジタル・プラットフォー

ム事業者は、自身がデジタル広告を配信する複数のウェブサイトの閲覧履歴等の行動を追跡（トラッキング）でき、ユーザーの興

味や関心、属性等に応じたターゲティング広告に利用することが可能となる。さらに、クッキーシンクという手法を使う場合、異なる

ドメインで発行されたクッキーも紐づけてまとめることができ、一層広範なウェブサイトを対象とすることも可能となる 3。 

 

(2) 公正取引委員会による取引慣行等の実態調査 

 

 2018 年 12 月 18 日公表の「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」（公正取引委員会、経済産

業省及び総務省）では、「透明性及び公正性を実現するための出発点」としてデジタル・プラットフォーム事業者による取引実態の

把握を進めることとされた。その一環として、公正取引委員会は、2021 年 2 月、デジタル・プラットフォーマーの取引慣行等に関す

る実態報告書として「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書」（以下「公取最終報告書」という）を公表した。 

                                                   
2  公正取引委員会・令和 3 年 2 月公表「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書」・15 頁 

3  公取最終報告書・93～95 頁 
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https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181218003/20181218003.html
https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181218003/20181218003.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_02000271.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/feb/210217.html
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 個人情報保護の観点から特筆すべきは、公取最終報告書では、結論として、デジタル・プラットフォーム事業者と消費者間の取

引においても、「①利用目的を知らせずに個人情報を取得する行為（例：プライバシーポリシーの不明確さ）」や、「②利用目的の

達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用する行為（例：オプトアウト後のユーザー情報利用）」は、独占禁止法上の問題ある行

為（優越的地位の濫用）となるおそれがあり、①については、取得する情報とその利用目的の対応を明確にすることが望ましく、

②については、情報利用についての明確な説明をすることが望ましいと指摘されている点である（公取最終報告書・P116 以下)。 

 問題となり得る行為 独占禁止法・競争政策上の考え方 

対
消
費
者 

①利用目的を知らせずに個人情報を取得する行為

（例：プライバシーポリシーの不明確さ） 

優越的地位の濫用となるおそれ 

→取得する情報とその利用目的の対応を

明確にすることが望ましい。 

②利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を

利用する行為 

（例：オプトアウト後のユーザー情報利用） 

優越的地位の濫用となるおそれ 

→情報利用についての明確な説明をする

ことが望ましい。 

【出典：公正取引委員会・令和 3 年 2 月公表「デジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書（概要）」P22 より筆者にて抜粋

加工】 

 

 公正取引委員会は、2019年 12月、「デジタル・プラットフォーム事業者と個人情報等を提供する消費者との取引における優越的

地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」を公表していた。最終報告書では、同「考え方」にしたがいつつ、概要、以下のよう

な検討を経て上記の結論を導いている。 

 

(ⅰ) 個人情報の取得又は利用 

 ウェブサイトの閲覧情報やモバイル端末の位置情報等は、一般には、それ単体では特定の個人を識別可能とは言い難

く、個人情報保護法上の「個人情報」にはあたらない。ただし、他の情報と容易に照合することができ、それにより個人識別

性を有する場合には、個人情報に該当し、個人情報保護法上、第三者に提供する場合には本人の同意が必要等の規律を

受ける。また、位置情報が連続的に蓄積されると自宅や勤務先等の個人に関する基本的な属性を推測することも可能とな

るため、個人情報に該当する場合もあり得る。 

 なお、個人情報保護法の改正法においては、自身の個人情報をコントロールしたいという意識の高まりを踏まえ、個人の

同意なく個人情報やデータが提供・利用されないようにする仕組みを増やすとともに、技術革新を踏まえて情報の利活用を

促進することも目指されている。特に、下記ポイントについて留意する必要がある。 

(a) イノベーションを促進する観点から、氏名等を削除した「仮名加工情報」が創設され、他の情報と照合しない限り

特定の個人を識別することが出来ないように個人情報を加工した情報は、開示・利用停止請求への対応等の義

務が緩和されている（改正法 2 条 9 項、35 条の 2 第 9 項）。 

(b) 提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが「想定」される「個人関連情

報」を第三者に提供する場合には、提供先において本人の同意が得られていること等を提供元が確認すべき義

務が新設されている（改正法 26 条の 2）。 

(c) オプトアウト 4規定（本人の求めがあれば事後的に停止することを前提に、提供する個人データの項目等を公表

等した上で、本人の同意なく第三者に個人データを提供できる制度）（現行個人情報保護法 23 条 2 項）に関して

は、第三者に提供できる個人データの範囲が限定され、オプトアウト規定により取得した個人データを更にオプト

アウト規定により第三者に提供することは禁止されている（改正法 23 条 2 項）。 

 

(ⅱ) 取引上の地位 

 デジタル・プラットフォーム事業者がサービスの利用者（消費者）に対して「優越した地位にある場合」とは、消費者がデジタ

ル・プラットフォーム事業者から不利益な取扱いを受けても、消費者が検索サービスや SNS 等を利用するためにはこれを受

け入れざるを得ないような場合をいう。 

                                                   
4  日本インタラクティブ広告協会（JIAA）が策定する「行動ターゲティング広告ガイドライン」においても、広告仲介事業者等がユーザーに対してオプト

アウトの手段を提供することが求められている。 

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/feb/digital/210217_gaiyou2.pdf
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_dpfgl.html
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2019/dec/191217_dpfgl.html
https://www.jiaa.org/wp-content/uploads/2019/11/JIAA_BTAguideline.pdf
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 具体的には、(a)代替可能なサービスが存在しない場合、(b)代替可能なサービスが存在するとしても当該サービスの利用

を辞めることが事実上困難な場合、(c)デジタル・プラットフォーム事業者の意思で、ある程度自由に、価格・品質・数量・その

他の取引条件を左右することが出来る地位にある場合等がある。 

 

(ⅲ) 優越的地位の濫用となる行為 

 上記の表の「①利用目的を知らせずに個人情報を取得する行為（例：プライバシーポリシーの不明確さ）」に関しては、デジ

タル・プラットフォーム事業者が提供する「様々なサービスごとにプライバシーポリシーが分けられていないこと自体が独占

禁止法上直ちに問題となるものではない」が、「プライバシーポリシーの方式や内容次第では、利用目的に説明が曖昧又は

他のサービスの利用に関する説明と明確に区別されていないこと等により、一般的な消費者が利用目的を理解することが

困難な状況下で個人情報を収集している場合に該当する可能性」があり、優越的地位の濫用となる行為にあたり得る（公取

最終報告書・118 頁）。また、デジタル・プラットフォーム事業者は、デジタル市場における公正かつ自由な競争を確保するた

め、「できる限り、（複数のサービスを提供している場合は）サービスごとに、取得している情報とその利用目的の対応関係を

明確にすべき」であって、「広告表示に用いていないデータ（例えば、メールサービス等から収集したデータ）がある場合は、

その旨プライバシーポリシーに明記することが望ましい」とされている（公取最終報告書・118 頁）。 

 上記の表の「②利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用する行為（例：オプトアウト後のユーザー情報利

用）」に関しては、「ユーザーがターゲティング広告をオプトアウトした場合」においても、「引き続き位置情報（現在地）に基づ

く広告が表示されたり、ユーザーID 登録時の情報（年代や性別）を用いた広告が表示されたり、SNS 等サービス上での言動

に基づく広告が表示されたりすること」等があるため、「オプトアウトした場合に完全にユーザーの情報が広告表示に利用さ

れなくなるのか、又は引き続き利用される情報があるのか、ユーザーに分かりやすく説明するべき」であり、説明不十分な場

合には、「説明状況によっては、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、消費者の意に反して個人情報を利用する場合に

該当する可能性があり、優越的地位の濫用となる行為に当たり得る」(公取最終報告書・119 頁)。したがって、デジタル・プ

ラットフォーム事業者は、「できる限り、ターゲティング広告からのオプトアウトができる機能をユーザーに提供することが望ま

し」く、オプトアウトした後にも広告表示のために利用している情報がある場合には、その旨オプトアウト設定の場において明

確に説明すべき」とされている（公取最終報告書・119 頁）。 

 

(3) 海外のデータ保護規制－GDPR の例 

 

 日本企業に対しても GDPR や米国カリフォルニア州の CCPA(California Consumer Privacy Act。なお、2020 年 12 月に消費者の

プライバシー保護を一層強化する内容の改正法である CPRA（California Privacy Rights Act）が成立している（当事務所個人情

報・データ保護規制ニューズレター2020 年 11 月 20 日号）等が適用される場合があることは、広く認識されるようになった。 

 公取最終報告書でも、デジタル広告に関連する海外のデータ保護規制について言及されている。例えば、GDPR の特別法とし

ての位置づけを有する EU の e プライバシー指令によれば、端末機器に情報を保存すること又は保存された情報にアクセスする

ことは，明確かつ理解しやすい情報を与えた上で、原則として利用者から事前の同意を得た場合にのみ許される（同指令 5 条 3

項）。したがって、クッキーや広告 ID によってユーザーデータを収集する場合には、原則として明確かつ理解しやすい情報をユー

ザーに与えた上で、同意を取得することが求められる 5。 

 

 

以 上 
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5  公取最終報告書・105 頁 

https://www.nishimura.com/ja/newsletters/data_protection_201120.html
https://www.nishimura.com/ja/newsletters/data_protection_201120.html
https://www.nishimura.com/ja/attorney/0265.html
mailto:c.igarashi@nishimura.com
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Ⅱ. 個人情報保護・データ保護規制 各国法アップデート 
執筆者：岩瀬 ひとみ、松本 絢子、河合 優子、菅 悠人、村田 知信 

 
1. 日  本 
 

・ 2020 年 2 月 9 日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案」が閣議決定された。個人情報の保

護に関する法律においては、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の 3 本の法

律を 1 本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通

ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化する等の措置を講ずるものである（個人情報保護員会ウェブ

サイト）。 

・ 2021 年 2 月 17 日、公正取引委員会が「デジタル・プラットフォーム事業者の取引慣行等に関する実態調査（デジタル広告分

野）について（最終報告）」を公表した。個人情報保護法に抵触する一定の場面について、優越的地位の濫用にあたること

が指摘されている。詳細は本ニューズレターの I.を参照されたい。 

 2021 年 2 月 19 日から 3 月 12 日の間、総務省、厚生労働省及び経済産業省の「民間 PHR 事業者による健診等情報の取

扱いに関する基本的指針」（案）の意見募集が行われている。 

 
2. E  U 
 

・ 2021 年 1 月 14 日、欧州データ保護評議会と欧州データ保護監督官は、2020 年 11 月 12 日に欧州委員会が公表した、第

三国への個人データの移転のための SCC 案に対する共同意見、及び GDPR28 条 3 項に基づくデータ処理契約としての

SCC 案に対する共同意見を公表した。いずれの共同意見においても、SCC 案が作成されたことを歓迎する旨が述べられて

いることに加えて、SCC 案の実務的な使いやすさを向上させる観点から、SCC 案の文言に関する具体的なコメントが多数述

べられている。 

・ 2021 年 1 月 18 日、欧州データ保護評議会はデータ侵害通知の具体例に関するガイドラインを公表した。当該ガイドライン

では、ランサムウェアによるデータ侵害の事例をはじめとした 18 の事例について、データ侵害の監督機関への通知及び

データ主体への連絡の要否や、データ侵害が生じた場合に講じるべき措置などの解説がなされている。また、当該ガイドラ

インでは、ランサムウェアによるデータ侵害の事例についての解説が 4 つ掲載されている他、技術的措置として暗号化を行

うことの重要性なども指摘されている。 

 

3. 中  国 
 

 2021 年 1 月 8 日、インターネット情報サービス管理弁法(改正案意見募集稿)が公表され、2021 年 2 月 7 日までの間、意見募集

手続が行われた。同法はインターネットを通じてネットユーザーに情報を提供するサービスに従事する場合の事前許可、運営、監

督管理、法的責任等を定めた法律であり、今回の改正案では、条文が現在の 27 条から 54 条に大幅に増えている。主な改正点

としては、インターネット情報サービスの定義の明確化及び拡大(52 条)、適用範囲の拡大(2 条)、ICP(インターネットコンテンツプロ

バイダ)登録の適用範囲の拡大及び申請書類の増加(8 条)、特定サービスの事前許可(12 条)、ブログの保存義務(20 条)、罰則の

細分化(36 条～51 条)等が挙げられる。データ保護関連では、インターネット情報サービスプロバイダ及びインターネットネットワー

ク接続サービスプロバイダ等が個人情報の安全性を確保し、身元情報及びブログ情報の漏洩、破損及び紛失を防ぐために技術

措置その他の必要な措置を講じるとともに、漏洩等を発見した場合には直ちに是正措置を講じ、速やかにユーザーに告知し、関

係管理部門に報告することが定められた規定(23 条)が新設された。 

 
4. シンガポール等の ASEAN 諸国 

 
 第一回 ASEAN デジタル大臣会合にて、2021 年 1 月 22 日付で、ASEAN Data Management Framework(以下｢DMF｣という。)及び

Model Contractual Clauses for Cross Border Data Flows(以下「MCC」という。)が採択された。DMF は、組織等がデータガバナンス

システムや保護措置を含むデータ管理システムをどのように段階的に導入するべきかを示したものである。また、MCC は、シンガ

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/minaoshi/
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/feb/210217.html
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu18_02000001_00009.html
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-12021-standard_en
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202101_databreachnotificationexamples_v1_en.pdf
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ポール等の ASEAN 諸国のデータ保護法にて個人データの越境移転を適法に行うための手段の一つとして規定されている契約

について、条項案を提示するものであり、今後 ASEAN 諸国において広く使用される可能性があると思われる。シンガポール個人

情報保護委員会は、シンガポール個人情報保護法に定められた国外移転を適法に行うための手段の一つとして契約を用いる場

合、当該条項案を同法に合致させるための修正を加えて用いることを推奨するガイドラインを公表している。 

 
5. フィリピン 
 

 国家プライバシー委員会より、2021 年 1 月 29 日付で NPC Advisory No.2021-01(以下「本勧告」という。)が発行された。本勧告

は、データ主体の権利行使の方法等を規定しており、具体的には、データ主体の権利行使の要請は不当な遅延無く 30 営業日以

内に対応する必要があること、一部の例外的な場合を除き権利行使のために手数料を要求してはならないこと、権利行使が制限

される場合等を規定している。 

 

6. シンガポール 
 

 2021 年 2 月 1 日付でシンガポール個人情報保護法及び個人情報保護規則の改正法が施行された。また、改正法の施行ととも

に、改正法のガイドライン(Advisory Guidelines on Key Concepts in the Personal Data Protection Act、Advisory Guidelines on the 

Do Not Call Provisions 及び Advisory Guidelines on Enforcement of Data Protection Provisions)も公表された。 

 

7. ミャンマー 
 

 2020 年 2 月 1 日に軍部によるクーデターが発生し、その後、軍部よりサイバーセキュリティ法の法案が公表された。同法案は、

インターネットサービスプロバイダーに対し、所轄省庁によって定められた場所に利用者の情報を保存する装置を保存すること、

サービスを開始した初日から 3 年間の間、利用者のユーザー名、IP アドレス、電話番号、ID 番号、住所、利用歴及び担当部局か

ら指示された他の情報について 3 年間保持すべきことなどを定め、不遵守につき刑事罰を定めている。同法案には多くの団体よ

り反対が表明されており、2021 年 3 月 1 日時点で成立・施行はされていない。 

 

8. ベトナム 
 

 ベトナム公安省は、2021 年 2 月 9 日、パブリックコメント募集のために、個人データ保護に関する政令案をウェブサイト上で公表

した。当該政令案は、2019 年 12 月に第一案が公表された政令案の第二案であり、第一案より詳細な内容となっている。その内

容としては、個人データが基礎個人データとセンシティブ個人データに分けられセンシティブ個人データを処理する場合の登録義

務及びデータ保護影響評価実施義務が課せられる、広い範囲の個人情報について国外移転のために本人の同意取得及び個人

情報保護委員会の書面承認に加えて一定の対応が必要とされ、一定の場合は個人データのオリジナルデータをベトナム国内に

保存する義務(所謂ローカライゼーション義務)も課せられている等、現在のベトナムにおける個人情報関連規制を大きく変更・厳

格化するものとなっている。 
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